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株主還元方針の変更、配当予想の修正（増配）及び政策保有株式の縮減方針 

に関するお知らせ 

  

当社は、本日開催の取締役会において、株主還元方針の変更、配当予想の修正（増配）及び政策保有

株式の縮減方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主還元方針の変更 

（１） 変更内容 

 

変更前 変更後 

毎期の経営成績と経営成績見通し、投資計画、キ

ャッシュフローの状況等を勘案しつつ、連結配当

性向 30％を目標として、安定的・継続的に配当を

実施してまいります。 

毎期の経営成績と経営成績見通し、投資計画、キ

ャッシュフローの状況等を勘案しつつ、連結配当

性向 40％程度、または前期末株主資本を基準とす

る調整後 DOE5％を目安（累進配当）として、いず

れか高い方を選択して安定的・継続的に配当を実

施してまいります。あわせて高い総還元性向を意

識した自己株式取得等を機動的に実施してまい

ります。 

 

（２） 変更の理由 

当社は、適正な内部留保により健全な財務基盤の強化を図るとともに、一層の株主還元の充実

を通じて、企業価値の向上に努めております。今般、資本効率の向上および株主資本コストを意

識した経営を一段と推進し、為替変動の影響などの一時的な要因に左右されない安定的かつ持続

的な配当を実現するため、配当の基準指標として新たに調整後 DOE（前期末株主資本に対する年

間配当金額の割合）を導入することといたしました。 

また、株主還元を強化するとともに、資本効率の向上・機動的な資本政策の遂行を図るため、

機動的に自己株取得等を目指すことを決定いたしました。 

 

（３） 適用時期 

2026年度（2026年 12月期）から適用いたします。 

  

２．配当予想の修正 



（１） 2026年 12月期（2026年１月１日～2026年 12月 31日）の配当予想の修正 

 １株当たり年間配当金（円） 

 第２四半期末 期末 合計 

前回発表予想 

（2026年２月 12日） 
15円 00銭 15円 00銭 30円 00銭 

今回修正予想 20円 00銭 20円 00銭 40円 00銭 

当期実績    

前期実績 

（2025年 12月期） 
15円 00銭 15円 00銭 30円 00銭 

 

（２） 修正の理由 

前述の「１.株主還元方針の変更」に基づき、当期の業績及び今後の経営環境を総合的に勘案

し、2026 年 12 月期の予想配当について、2026 年２月 12 日に公表した前回予想の年間普通配当

を 1株当たり 30円から 10円増配し、40円とすることといたしました。 

 

３．政策保有株式の縮減方針 

（１） 政策保有株式に関する考え方 

当社は、当社の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に政策保有

株式を保有しています。また、取締役会において、個別銘柄ごとに保有目的、保有の合理性につ

いて検証のうえ、保有の適否を検証しています。政策保有株式の縮減に関しては、資本コストや

株価を意識した経営の実現に向けた対応に基づき、成長投資への活用等を通じ対純資産比率の縮

減に努めることとしており、2025 年 12月期から保有株式の一部売却を進めております。 

 

（２） 今後の方針 

 2025年 12月 31日現在、当社の政策保有株式は 363億円、その純資産に対する比率は 10％と

なっております。本日開催の取締役会において、政策保有株式を巡る社会的要請等を踏まえた

議論を行い、政策保有株式の縮減方針をさらに明確化し、縮減を進めていくことといたしまし

た。具体的には、政策保有株式の残高を 2028年 12月末までに 2025年 12月末比 70％程度縮減

し、連結純資産に対する政策保有株式の比率を 3％程度まで縮減する方針です。なお、政策保有

株式の縮減に伴い、一時的に発生する特別利益につきましては、資本効率の向上・機動的な資

本政策の遂行を図るため、自己株式取得に活用してまいります。 

 

（３）今後の見通し 

今後、上記方針に則り売却を進めてまいりますが、株主還元を強化するために、自己株式取

得を機動的に前倒しいたします。 

売却対象となった株式の発行企業とは丁寧な対話を行い、当社の方針についてご理解をいた

だけるよう取り組んでまいります。また、上記方針に則った株式売却の結果、適時開示が必要

な場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


